
一 般 質 問 ＜ 個 人 ＞ 発 言 通 告 書

令和３年８月１８日

長久手市議会議長 殿

長久手市議会議員 田崎あきひさ

会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。

受
付
個 人 質 問 第 号

令和 年 月 日 時 分

質 問 事 項 及 び 要 旨 備考

１

決算全般について（長久手市決算審査意見書から）

⑴ 行政改革の取り組みについて

ア 監査委員から「行革指針（平成３１年度～令和１０

年度）および行政改革の重点課題事業を定めいている

ものの令和２年度も行政改革効果額について算定でき

るものがない」と指摘されているが、この指摘を受け

る原因をどのように捉えているか問う。

イ 「策定した項目は計画どおり進めるとともに、毎年

度、どういった項目を重点として実行し、どれ位の効

果額を出していくのか、細かな実施計画をもって効果

が上がる行政改革を進めてください」と指摘されてい

るが、今後効果額の算定と実施計画の明記について、

対応するか否か問う。

⑵ 新型コロナ対策事業の実施について

ア 監査委員から「コロナ禍で実施する事業の優先度は、

本来市費で整備すべき設備、備品の整備ではなく、市

の単独事業として弱者や一般市民に向けた対策に力を

入れるべきと考える」と指摘されている。令和２年度

を振り返りこの指摘をどう考えるか。

イ 「実施事業の財源をみると国の交付金の範囲内に限

ったものが多く、市費の一般財源を積極的に投入して

まで事業を実施していない状況」と指摘されている。

もっと市税を投入し分厚い支援をすべきではなかった

のか、と解釈するが市長はどう考えるか。



ウ 「国の交付金や市の基金など十分にあったのにもか

かわらず、適切な市民対策の実施が十分でない(中略)
誰一人取り残さないなど市の姿勢を市民に示すことは

できていません。また、突発的に起きたこの非常事態

に対処する市の行政執行能力も、それほど高くなかっ

たように思われます。市としても十分反省し、今後の

ためにも非常事態時における行政執行能力の充実強化

を強力に進めてください」と指摘されているが、反省

点と改善点があるのであれば具体にどのようか。

エ 「令和３年度に繰り越した臨時交付金１２６，１１１千

円は、弱者や一般市民の生活支援を充実強化する事業

の財源として使用して」と指摘されている。そのよう

に対応するか否か問う。

⑶ 一般会計の財政運営について

ア 監査委員から「当初予算では財政状況が非常に厳し

いとしていながら、市税は２３３，３６９千円増収、

国からの交付金を３７９，４９４千円収入、市の貯金

にあたる財政調整基金の残高は１，９５８，０１９千

円となり過去１０年で最高額となっている。市費を積

極的に充当させた施策を行っていないことや、市民か

ら見れば、基金を積み立てることよりも、基金を取り

崩して新型コロナウイルス感染症対策に積極的に取り

組み、安心できる環境を早期に作ってもらうことを選

択すべきだったのではないか」と指摘されているが、

この点を市長としてどう捉えているか。

イ 「毎年度の財政運営の基本は、その年度の収入財源

でその年度の市民のための施策に支出することであ

り、年度途中に余剰金が見込める場合は、市民が要望

する適正な追加支出を検討して執行すべき」との指摘

について市の見解と今後の対応を問う。

⑷ 都市計画税について

監査委員から「目的税としての徴収根拠が示されて

おらず、どのような事業の財源にどれだけ充当されてい

るかについて市民や市議会に対して十分な説明責任を果

たす必要がある」さらには、「事業量を示さず目的税を徴

収していることは適正な状態ではなく、事業別の全体事

業費、年度別事業費、財源の状況を示し市民の協力をお

願いすべき、今後の方針（税率、期間等）を早急に示し

令和４年度予算から適正させるよう指摘します」と説明

責任と適正化を求められているが、今後対応するか否か

問う。



２

長久手市児童発達支援センターについて

令和３年１０月１日から令和８年３月３１日まで長久手

市児童発達支援センターの指定管理期間が始まる。こども

の発達相談室や市内事業所との連携を図り、重層的な通所

支援体制が構築されることを期待する。１．保育から療育

へ２．早期発見３．親なきあとの不安の解消について、長

久手の体制がどう変わり、また抱える課題について問う。

３

適応指導教室（Ｎ－ハウス）でのオンライン授業（学習支

援）等について

⑴ 令和４年４月から移転される適応指導教室では、オン

ライン授業、ライブ配信の提供は可能か。

⑵ 学校へ行けない児童生徒に対し、学校がスクールカウ

ンセラーなどの専門家からの意見も聞きながら授業のラ

イブ配信を実施していくことについて対応できるか。

⑶ 新型コロナウイルス感染症を不安視する児童生徒向

け、あるいは今後突発的に起きた非常事態に対処するた

めのオンライン授業、ライブ配信の提供について想定し

ているか。

４

交通安全黄帽子およびランドセルカバー購入（単価契約）

の契約について

⑴ 内容の詳細を問う。

⑵ 随意契約が継続している期間とその理由、その必要性

の認識について担当課の考えを問う。

５

新型コロナワクチン接種の状況について

政府が５月１２日、６５歳以上の高齢者への新型コロ

ナウイルスのワクチン接種に関する調査を公表し、「７月

末までに終了する」と答えた地方公共団体が１，４９０

団体で、８５．６％になったというが、本市の回答も７

月末までに接種が終了すると回答している。

その際本市における完了の定義について「完了の定義

は、６５歳以上の高齢者の約１０，５００人が、７月末

までに２回目の接種が終了するということです。」と答弁

した。完了したのか。また目下の課題はどのようか。


